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令和５年 第 11回 定 例・臨 時 委 員 会  議 事 録 

委   員   会   日  程 会     場 

開会日時 令和５年８月 23日 午前・後 ２時 00分 両津地区公民館 ３階  

第１学習室 

 
閉会日時 令和５年８月 23日 午前・後 ４時 36分 

延会日時 令和  年 月   日  午前・後   時  分 

出  席  者 欠  席  委  員 会 議 録 署 名 委 員 

教育長  香遠 正浩  池 典比古 

1番委員 池 典比古  後藤 まき子 

2番委員 瀧川 紀子   

3番委員 岩崎 奈美   

4番委員 後藤 まき子   

議 案 説 明 の た め 出 席 し た 職 員 

教育次長      鈴木健一郎 

教育次長 兼教育総務課長 

      磯部 伸浩 

         

教育総務課 

課長補佐     中田 薫 

総務係主任    小林 唯美                        

 

学校教育課 

 課長       栁澤 正二 

 管理主事     本間 智英 

 指導主事     小田 俊裕 

 

 

 

社会教育課 

 ジオパーク推進室長  伊藤 智子          

 佐渡学センター長   向山 正則 

 社会体育係主任    安藤 武宏 

 教育指導主事     坂井 一美 

傍 聴 人 有・無  

報告の 

要旨 

 「議事の概要」のとおり 
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会 議 で 行 っ た 選 挙 の 結 果 

なし 

会 議 に 付 議 し た 事 件 の 題 目 

議案第 84号 佐渡市部活動の在り方に係る方針の一部改正について 

 

議案第 85号 佐渡市教育委員会職員の分限処分について 

 

議案第 86号 佐渡市条例の一部を改正する条例の制定について 

 

報告事項 １ 学校情報について 

 ２ 令和５年度全国学力・学習状況調査の分析結果について 

 ３ 令和５年度佐渡市一般会計補正予算（第５号）の概要について 

 ４ 佐渡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分の概要について 

 ５ 佐渡市地域クラブ活動推進計画（案）について 

 ６ ジオパーク再認定審査に係る提出書類について 

 ７ その他 

 

次回会議開催日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

採決の結果及び可否の数を計算したときは、その数 

 なし 

請願、陳情 有・無  有の場合、別紙のとおり 

  その他必要と認めた事項 

 特になし 
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【議事の概要】 

 ◎本定例教育委員会は、午後２時 00分から開催した。 

・香遠教育長 ・ ただ今から、令和５年第 11回佐渡市教育委員会定例会を開催いたします。 

・ 初めに、日程第１、「議事録署名委員の指名について」ですが、本日の署

名委員は佐渡市教育委員会会議規則第 18条の規定により、池委員と後藤委

員の２名を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。 

・ 日程第２、議案第 84号「佐渡市部活動の在り方に係る方針の一部改正に

ついて」、事務局の説明を求めます。 

・栁澤学校教

育課長 

【説明要旨】 

・ 本日お配りしています２ページ目の新旧対照表で説明いたします。今回

改正する項目は、中ほどにあります休養日の設定の一部改正です。括弧書き

に原則として第３日曜日の「家庭の日」を休養日として設けているところで

すが、この第３日曜日を地域クラブ活動実施日に設定した関係で、新のとこ

ろで原則として佐渡市地域クラブ活動の実施日である第３日曜日とその前

日の土曜日を休養日ということで変更するものです。 

・ 併せて、今後県の方で部活動のあり方に係る方針を改定すると伺ってい

ます。この休養日の考え方も含め、その他の改正項目があればそれらに合

わせて佐渡市も部活動のあり方に係る方針を改正しなければいけませんの

で、その際にはまたご審議のほどよろしくお願いいたします。 

・香遠教育長 ・ ただ今の説明に対して質疑等はありますか。 

・池委員 ・ 県の改正があるというお話ですが、方向性はどのようなものになるのか、

分かっているのであれば教えてください。 

・栁澤学校教

育課長 

・ 県の方の情報については、まだ入ってきていないので、今後どういう方

向でというのは申し上げることができません。 

・池委員 ・ わかりました。ありがとうございます。 

・香遠教育長 ・ この件に対して何か補足がありますか。 

・鈴木教育次

長 

・ 今、地域クラブ活動ということで進めている一方、平日の学校の部活動

はどうあるべきかという議論と２本柱で進めていかなければならないとい

うところです。国の方でも学校の部活動での先生方の負担が少なくなるよ

うにやり方等を見直していこうという動きがありますので、そういった点

も踏まえて県としてどうするのか、特に、土日やるなと言いつつ、部活の

大会が土日に多いというところですので、その辺りが県の方針として出る

のではないかと思っています。 

・池委員 

 

・鈴木教育次

長 

・ そうなりますと、国の方針を受けて県が方針を改正してくるという流れ

で、それが市に下りてくると考えればよろしいということですね。 

・ はい。 

・香遠教育長 ・ 他に質疑等ありますか。 

・委員全員 ・ 質疑なし 
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・香遠教育長 

 

・ 質疑なしと認めます。 

・ これより採決いたします。 

・ 本案は原案どおり決することにご異議ありませんか。 

・委員全員 ・ 異議なし 

・香遠教育長 ・ 異議なしと認めます。 

・ よって、議案第 84号「佐渡市部活動の在り方に係る方針の一部改正につ

いて」は原案どおり可決されました。 

・ 次に、日程第３、議案第 85号から日程第 5、報告事項 6までは人事及び 

個人情報に関する内容が含まれていることや、市議会等への上程前である

ことなど、非公開情報が含まれていることから、佐渡市教育委員会会議規

則第７条の規定により秘密会としたいので、これに賛成の方は挙手をお願

いします。 

・委員全員 ・ 挙手 

・香遠教育長 ・ 全会一致によって、議案第 85 号、議案第 86 号、報告事項１から 6 まで

を秘密会とすることといたします。 

 【秘密会】 

・ 議案第 85 号「佐渡市教育委員会職員の分限処分について」、磯部教育総

務課長より説明する。 

・ 議案第 86号「佐渡市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定につい 

て」、磯部教育総務課長より説明する。 

【以上の議案については、質疑を経て原案どおり可決された。】 

・ 報告事項１「学校情報について」、本間管理主事より説明する。 

・ 報告事項２「令和５年度全国学力・学習状況調査の分析結果について」、

小田学校教育課指導主事より説明する。 

・ 報告事項３「令和５年度佐渡市一般会計補正予算（第５号）の概要につ

いて」、向山佐渡学センター長及び安藤社会体育係主任より説明する。 

・ 報告事項４「佐渡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

の概要について」、磯部教育総務課長及び安藤社会体育係主任より説明す

る。 

・ 報告事項５「佐渡市地域クラブ活動推進計画（案）について」、坂井教育 

指導主事より説明する。 

・ 報告事項６「ジオパーク再認定審査に係る提出書類について」、伊藤ジオ 

パーク推進室長より説明する。 

【以上の報告については、質疑を経て終了した。】 

・香遠教育長 ・ 報告事項７「その他」ですが、委員の皆様から何かこの機会にあります

か。 

・岩崎委員 ・ ８月になってからこの暑さですが、今、夏休みでそんなに問題が出てこ

ないと思うのですが、中学校では部活動をやっていて、教育委員会の方か

ら熱中症警戒アラートのようなガイドラインのようなものは学校には出さ

れていますか。 
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・本間管理主

事 

・ 教育委員会からガイドラインは出していませんが、全ての学校に熱指数

というか、ある一定以上の温度に達したら運動を避ける指標を示した表が貼

られています。夏休み前から熱中症警戒アラート等が出ていますので、各学

校に注意して活動を行うよう通知は出しています。ある中学校では本日の部

活動を中止することを昨日の段階で連絡を回しています。また、別の学校で

は部活動の開始時間を８時や８時半にして、早めに終了するなど、各学校で

工夫をして行っているようです。 

・岩崎委員 ・ それは、登下校も対象にして気をつけるよう注意されているのでしょう

か。登下校も１人で帰るようなとき、途中で具合が悪くなっても気づかれな

いというケースもあると思います。十分気をつけてほしいと思います。 

・本間管理主

事 

・ かしこまりました。ありがとうございます。 

・香遠教育長 

 

 

 

 

 

 

・香遠教育長 

・ ありがとうございました。 

・ 各学校がそれぞれの責任の下で指導しているところですが、特に屋外の

部活動はできなくなるのは、生徒にとってかわいそうです。 

・ 他、委員の皆様からありますか。 

・ ないようでしたら、日程第５の報告事項はこれで終了いたします。 

・ 日程第６、「次回会議の開催日」について事務局の説明を求めます。 

【次回の会議は、９月 26日（火）に定例会を開催したい旨を説明した。】 

・ 以上で令和５年第 11回佐渡市教育委員会定例会を閉会いたします。 

 

  

午後４時 36分終了 

 

 


